
年金記録訂正請求に係る答申について
北海道地方年金記録訂正審議会

平成２９年１２月２０日答申分

○答申の概要

年金記録の訂正の必要があるとするもの １件

厚生年金保険関係 １件

年金記録の訂正を不要としたもの ４件

国 民 年 金 関 係 １件

厚生年金保険関係 ２件

脱退手当金関係 １件



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1700065 号

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1700024 号

第１ 結論

請求者のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を平成 25 年９月１日か

ら平成 26 年 11 月１日に訂正し、平成 25 年９月から平成 26 年 10 月までの標準報酬月額を９

万 8,000 円とすることが必要である。

平成 25 年９月１日から平成 26年 11 月１日までの期間については、厚生年金保険法第 75条

ただし書の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必要

である。

第２ 請求の要旨等

１ 請求者の氏名等

氏 名 ： 男

基礎年金番号 ：

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生

住 所 ：

２ 請求内容の要旨

請 求 期 間 ： 平成 25 年９月１日から平成 26年 11 月１日まで

平成 25 年８月１日から平成 26年 10 月 31 日までＡ事業所で勤務していたが、厚生年金保険

の記録では、請求期間について保険給付の対象とならない記録（厚生年金保険法第 75 条本文

該当）になっている。給与から厚生年金保険料が控除されていたので、保険給付の対象となる

記録に訂正してほしい。

第３ 判断の理由

オンライン記録によると、請求者は、当初、Ａ事業所において平成 25 年８月１日に厚生年

金保険被保険者資格を取得し、平成 26 年９月に定時決定されているところ、平成 26 年 10 月

27 日付けで、当該定時決定の記録を取消し、平成 25 年９月１日に遡って同資格を喪失してい

る上、平成 29 年４月 11 日付けで、当該平成 25 年９月１日に係る資格喪失記録を取消し、平

成 26 年 11 月１日に戻って同資格を喪失していることが確認でき、請求期間については、厚生

年金保険法第 75 条本文の規定により、保険給付の計算の基礎とならない被保険者期間として

記録されている。

また、日本年金機構から提出された当該事業所に係る滞納処分票によると、請求期間当時、

当該事業所において厚生年金保険料等の滞納があったことが確認できる。

さらに、請求者の当該事業所における最初の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届（以

下「資格喪失届」という。）は、年金事務所において平成 26 年 10 月 14 日に受け付けられてお

り、６か月以上遡及した届出であることが確認できるところ、社会保険庁（当時）では、厚生

年金保険における不適正な遡及訂正処理の発生防止を目的として、平成 21 年３月 17 日付け庁

保険発第 0317001 号「厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の発生を防止するための適

正な事務処理の徹底について」を発出し、特に６か月以上遡及して資格喪失処理を行う場合は、

「特定遡及処理要領」に基づき「特定遡及処理連絡・確認票」（以下「連絡票」という。）を作

成することとされているが、日本年金機構は、特定遡及管理簿によると、「連絡票なし」の記

載があり当該事業所に係る連絡票は確認できない旨の回答をしていることから、年金事務所は



当該資格喪失届の処理において、「特定遡及処理要領」に基づく必要な事実確認を怠ったもの

と認められる。

これらの事実を総合的に判断すると、請求者について、平成 25 年９月１日に遡って厚生年

金保険被保険者資格の喪失処理を行う合理的な理由はなく、当該喪失処理に係る有効な記録訂

正があったとは認められないことから、請求者の厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日を平

成 25 年９月１日から平成 26 年 11 月１日に訂正し、平成 25 年９月から平成 26年 10 月までの

標準報酬月額を９万 8,000 円とすることが必要である。



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1700051 号

厚生局事案番号 ： 北海道（国）第 1700010 号

第１ 結論

昭和 48 年４月及び同年５月の請求期間については、国民年金保険料を免除されていた期間

に訂正することを認めることはできない。

第２ 請求の要旨等

１ 請求者の氏名等

氏 名 ： 女

基礎年金番号 ：

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生

住 所 ：

２ 請求内容の要旨

請 求 期 間 ： 昭和 48 年４月及び同年５月

請求期間当時の状況は覚えていないが、平成 29 年５月に老齢年金を請求する手続のため年

金事務所に行った際に、サラリーマンの妻は国民年金の免除を受けられないことを初めて知り、

請求期間の免除記録を取り消す必要がある旨の説明をされ、免除記録が取り消されたが、この

記録を元に戻す訂正をしてほしい。

第３ 判断の理由

請求者の国民年金被保険者台帳及びオンライン記録によると、当初、請求期間は、国民年金

保険料の免除期間と記録されていたことが確認できる。

しかしながら、請求者が、老齢年金の受給資格期間が短縮されることとなった法律改正によ

り、平成 29 年５月に老齢年金の裁定請求のために年金事務所を訪れた際に、国民年金保険料

を申請により免除されるのは、国民年金の強制加入の被保険者であり国民年金保険料の納付義

務を負う者であるが、請求期間当時、請求者は、元夫が厚生年金保険の被保険者であることに

より国民年金の強制加入の被保険者としないとされていた者であることから、年金事務所は、

国民年金保険料の免除期間を取り消し、未加入の期間に訂正することを請求者に説明した上で、

平成 29 年５月 25 日に請求期間の記録を訂正する処理を行っている。

また、当該処理については、請求者が昭和 53 年７月以降、国民年金や被用者年金には加入

しておらず、老齢年金の受給資格期間を満たしていなかったため、前述の法律改正が行われる

前は、請求者、Ａ市及び社会保険事務所（平成 22 年１月以降は、年金事務所）が、長期間、

請求者の国民年金の被保険者記録を確認し、訂正する機会を得ることが困難な状況にあったこ

とがうかがえることから、請求期間当時から 40 年以上経過した後の処理ではあるものの、年

金事務所が請求期間の記録を確認し、国民年金法の規定に即した内容とするために訂正を行っ

たものである。

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、国民年金

保険料の納付義務を負わない期間を国民年金保険料の免除期間に訂正することはできない。



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1700059 号

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1700023 号

第１ 結論

請求期間について、請求者のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂

正を認めることはできない。

第２ 請求の要旨等

１ 請求者の氏名等

氏 名 ： 女

基礎年金番号 ：

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生

住 所 ：

２ 請求内容の要旨

請 求 期 間 ： 平成 22年 11 月 15 日から平成 23年６月１日まで

請求期間は、Ａ事業所に勤務していたが、厚生年金保険の被保険者資格取得日は平成 23 年

６月１日となっている。事業主から厚生年金保険料を控除されていたと思うので、調査の上、

被保険者資格取得日を平成 22 年 11 月 15 日に訂正し、年金額に反映してほしい。

第３ 判断の理由

請求者は、雇用保険の被保険者記録、Ａ事業所から提出された出勤記録、請求者が所持する

詳細な勤務記録、及び複数の同僚の回答から判断すると、請求期間に当該事業所に勤務してい

たことが認められる。

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づく記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が請求者の給与から厚生年金保険料を源泉控除

していた事実が認められる場合であるとされているところ、Ａ事業所は「平成 23 年６月分以

降の厚生年金保険料は請求者の給与から控除していたが、平成 23 年５月分以前の保険料につ

いては控除しておらず、請求期間当時の給与明細書は平成 22 年 12 月及び平成 23 年５月のも

のしか残されていない。」と回答しており、提出された当該給与明細書では厚生年金保険料が

控除されていないことが確認できる。

また、Ｂ市から提供を受けた請求者に係る給与支払報告書に記載された平成 23 年中の社会

保険料控除額と、請求者の預金通帳に記載された給与振込額から推計される社会保険料控除額

を比較検証したものの、平成 23 年５月分以前の厚生年金保険料が控除されていたとは確認で

きない。

さらに、請求期間当時、Ａ事業所において厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき

る 12 人（請求者が名前を挙げた同僚を含む。）に照会し５人から回答を得られたところ、この

うち４人が回答した自身が記憶する入社日は、オンライン記録上の厚生年金保険の資格取得日

と相違しており、当該事業所は全ての従業員について、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に

加入させていたとは限らない事情がうかがえる上、当該４人のうち２人の同僚が、「厚生年金

保険に加入していない期間の保険料は控除されていない。」と回答していることから、請求者

の請求期間に係る保険料も控除されていなかったと推認される。

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険の被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1700068 号

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 1700025 号

第１ 結論

請求期間について、請求者のＡ事業所（昭和 47 年５月 11日にＢ事業所として法人登記）に

おける厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできな

い。

第２ 請求の要旨等

１ 請求者の氏名等

氏 名 ： 男

基礎年金番号 ：

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生

住 所 ：

２ 請求内容の要旨

請 求 期 間 ： 昭和 46 年４月１日から昭和 58 年４月１日まで

昭和 46 年４月から父が個人経営していたＡ事業所に勤務し、昭和 47 年５月に法人化してＢ

事業所となった。その後、同事業所の代表取締役に就任し、昭和 58 年３月まで営業していた

が、年金記録によると、Ａ事業所及びＢ事業所における厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きない。

日本年金機構は、Ａ事業所及びＢ事業所が厚生年金保険の適用事業所となっていた記録はな

いとしているが、間違いなく厚生年金保険の適用事業所であり、私も同保険に加入していたは

ずなので、請求期間を同保険の被保険者期間として記録し、年金額に反映してほしい。

第３ 判断の理由

雇用保険の被保険者記録及びＢ事業所に係る商業・法人登記簿謄本における請求者の役員就

任記録から判断すると、請求者は、請求期間のうち一部の期間について、Ｂ事業所に勤務して

いたことが認められる。

しかしながら、事業所名簿検索システム及びオンライン記録において、Ａ事業所及びＢ事業

所が厚生年金保険の適用事業所となっていた記録は確認できない。

また、Ｂ事業所に係る商業・法人登記簿謄本によると、請求者の父は、同事業所が設立され

た昭和 47 年５月 11 日から昭和 55 年４月１日まで代表取締役に就任していたことが確認でき

るが、オンライン記録によると、同人は、同事業所において厚生年金保険の被保険者であった

記録がない上、既に死亡していることから、Ａ事業所及びＢ事業所が厚生年金保険の適用事業

所となっていたことを裏付ける陳述及び関連資料を得ることはできない。

さらに、Ｂ事業所に係る商業・法人登記簿謄本によると、請求者は、同事業所が設立された

昭和 47 年５月 11 日に監査役、昭和 54 年４月 30 日に取締役に就任し、昭和 55 年４月１日か

らは代表取締役に就任していることが確認できるところ、請求者は、「当時の資料はない。厚

生年金保険に関する届出及び保険料納付については、すべて税理士と事務員に任せていたため、

私は分からない。」と述べている上、請求者は、業務を依頼していたとする税理士の名前を記

憶しておらず、請求者が唯一記憶する当時の従業員で、社会保険事務を担当していたとする事

務員についても、姓のみを記憶しており、個人を特定することができないことから、請求者の



請求期間における厚生年金保険の適用状況及び同保険料控除について確認することはできな

い。

加えて、請求者は、Ａ事業所及びＢ事業所はＣ市の指名業者であり、厚生年金保険に加入し

ていなければ指名業者になれなかったはずである旨の主張をしているところ、Ｃ市から提供さ

れたＣ市指名競争入札工事等参加資格者名簿（昭和 56 年４月１日作製）の写しにおいて、Ｂ

事業所の名称が記載されていることが確認できるが、同市は、「昭和 56年４月１日より前の名

簿は保管していない。また、厚生年金保険の適用事業所であることを競争入札参加資格登録の

要件とする取扱いは、平成 22 年*月*日から開始されている。」と回答しており、Ａ事業所及び

Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所となっていたことをうかがわせる事情は得られなかっ

た。

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金

保険被保険者として、請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。



厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 1700066 号

厚生局事案番号 ： 北海道（脱）第 1700002 号

第１ 結論

昭和 35 年９月 16 日から昭和 39 年７月 31 日までの請求期間については、脱退手当金を受給

していない期間に訂正することを認めることはできない。

第２ 請求の要旨等

１ 請求者の氏名等

氏 名 ： 女

基礎年金番号 ：

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生

住 所 ：

２ 請求内容の要旨

請 求 期 間 ： 昭和 35 年９月 16 日から昭和 39 年７月 31 日まで

請求期間について、脱退手当金を受給しているとのことであるが、脱退手当金をもらった記

憶はないので、年金額に反映される厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。

第３ 判断の理由

請求者のＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、脱退手当金が支給さ

れたことを意味する「脱」の表示が記されている上、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出

簿の請求者の氏名は、請求者が同事業所を退職した約４か月後の昭和 39 年 11 月 25 日に旧姓

から新姓に変更されており、請求期間の脱退手当金が同年 12 月 23 日に支給決定されているこ

とを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然である。

また、Ａ事業所を退職し、厚生年金保険の被保険者資格を喪失（昭和 39年７月 31日）した

後、昭和 47 年８月まで公的年金に加入していない請求者が、請求期間に係る厚生年金保険に

ついて脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、請求者は、請求期間に係る脱退

手当金を受給していないものと認めることはできない。


